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納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）と
町
県
民
税
の
納
税
通
知
書（
納
付
書
）

を
対
象
者
に
６
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
納
付
書
が
届
い
た
ら
納
期
限
内
に
納
付

を
お
願
い
し
ま
す
。

税

問 

税
務
課　

住
民
税
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
１

国
保
税
の
納
付
書
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入
し
て
い

る
人
ご
と
に
算
定
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
合

計
が
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
制
度
上
、

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、

世
帯
の
中
に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
国
保

税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

世
帯
の
中
で
社
会
保
険
に
加
入
・
脱
退

な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
保
税
が
変
更

に
な
り
ま
す
。
加
入
・
脱
退
の
日
か
ら
14

日
以
内
に
健
康
・
保
険
課
ま
た
は
武
蔵
ヶ

丘
支
所
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。

所
得
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
は
前
年
の

所
得
を
も
と
に
計
算
し
ま
す
。
所
得
の
申

告
を
し
て
い
な
い
人
は
、
税
額
の
軽
減
判

定
や
高
額
療
養
費
支
給
額
の
判
定
な
ど
が

行
え
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
証
明
書
・
課
税

証
明
書
な
ど
各
種
証
明
書
が
発
行
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

平
成
25
年
中
の
収
入
が
遺
族
年
金
や
障

害
年
金
ま
た
は
雇
用
保
険
の
給
付
金
な

　

ど
の
非
課
税
所
得
だ
け
や
、
無
収
入
で

あ
っ
た
場
合
で
も
申
告
が
必
要
で
す
。

町
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の
納
付
書

に
つ
い
て

　

町
県
民
税
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
現

在
、
本
町
に
住
所
が
あ
る
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
本
町
に
転

入
し
た
人
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
に
住

ん
で
い
た
市
区
町
村
か
ら
個
人
住
民
税
の

納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

※

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
で
、
町
県

民
税
が
会
社
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

人
は
、
会
社
か
ら
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま

す
。

所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
の
発
行

　

平
成
26
年
度（
平
成
25
年
中
の
所
得
）の

所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
な
ど
各
種
証

明
書
は
６
月
２
日（
月
）か
ら
発
行
し
ま
す
。

　

平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
本
町
に
転

入
し
た
人
の
平
成
26
年
度
の
各
種
証
明
書

は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
に
住
ん
で

い
た
市
区
町
村
が
発
行
し
ま
す
。

１親等

２親等

３親等

子の配偶者・配偶者の父母

孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者
の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、
おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・お

ばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者

の甥・姪、配偶者のおじ・おば

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
の

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
配
布
し
ま
す

健康

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

大
腸
が
ん
無
料
検
診
を
行
い
ま
す

健康

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

　町は、妊婦さんに充実したマタニティライフを送って
もらうために、マタニティサークルを開催しています。
　歯や栄養、妊娠中の過ごし方などについて、一緒に楽
しく学びませんか。心配なこと、不安なこと、どんな小
さなことでも構いませんので、気軽にご相談ください。
皆さんの参加をお待ちしています。

■対象者　
　出産予定月が平成26年９月・10月・11月の妊婦
■日時　６月17日（火）
　　　　午後１時30分～（受付：午後１時～）
■場所　三里木町民センター（１階地域センター）
■持参物　母子健康手帳、筆記用具
■申込方法　電話で申し込む（予約制）
■申し込み・問い合わせ
　健康・保険課　保健予防係
　☎（232）4912

■日程　６月２日（月）～８月30日（土）
■場所　町内の指定医療機関
■対象者　次のいずれかに当てはまる人
•40歳以上（平成26年度内に40歳になる人を含む）の国
民健康保険被保険者
•後期高齢者医療被保険者
•生活保護受給者
■内容
　問診、身体測定、血圧、診察、血液検査、尿検査など
■費用　お問い合わせください。
■申込方法
　３月中に申し込んだ人には、５月下旬に案内通知を郵
送しています。まだ申し込んでいない人で、健診を希望
する人はお問い合わせください。
■申し込み・問い合わせ　　　　　　　
　健康・保険課　保健予防係
　☎（232）4912

マタニティサークルで
楽しく学びませんか

医療機関で
特定健診を実施します

　

が
ん
は
、
死
亡
原
因
の
第
１
位
で
、
死

亡
者
数
は
年
間
30
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

が
ん
の
早
期
発
見
と
正
し
い
健
康
意
識
の

普
及
啓
発
を
目
的
に
、
特
定
の
年
齢
に
達

し
た
人
に
、
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
の
検

診
手
帳
と
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
５
月
下
旬

に
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
者

　

平
成
26
年
４
月
20
日
現
在
で
菊
陽
町
に

住
民
票
が
あ
り
、
下
記
の
生
年
月
日
に
当

て
は
ま
る
女
性

※

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
が
利
用
で
き
る
検
診

は
「
検
診
手
帳
」
に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
検
査
方
法　

便
潜
血
検
査（
２
日
法
）

■
対
象
に
な
る
検
診

❶
総
合
健
診

　

５
月
30
日（
金
）、

　

６
月
１
日（
日
）〜
６
月
７
日（
土
）

※

事
前
に
申
し
込
ん
だ
人
の
み
対
象
で
す
。

❷
が
ん
複
合
検
診　

９
月
下
旬
〜
10
月
上

旬
予
定
。
７
月
に
対
象
者
へ
検
診
の
申

込
書
を
郵
送
し
ま
す
。

■
費
用　

無
料

※

検
診
当
日
、
料
金
を
差
し
引
き
ま
す
。

子のある夫にも遺族基礎年金が支給　
　これまでは、国民年金に加入していた人が亡くなった
場合は、亡くなった人によって生計を維持されていた
「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給され
ていました。
　４月からは、国民年金に加入されていた妻が亡くなっ
た場合に、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給され
るようになります。
※平成26年４月１日以後の死亡が対象になります。

未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大
　これまでは、亡くなった人が受け取れるはずだった未
払いの年金（未支給年金）を受け取ることのできる遺族の
範囲は、亡くなった人と生計を同じくしていた「配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」でした。

　４月からは、これまでの遺族の範囲に加えて「それ以
外の3親等内の親族（甥・姪、おじ・おば、子の配偶者
など）」まで広がります。
※平成26年４月１日以後の死亡が対象になります。

■新たに未支給年金を受け取れる遺族

■問い合わせ　
　町民課　年金係　☎（232)4914

年金の受け取りなどの範囲が一部変わりました 
４月から年金機能強化法の施行で国民年金制度が改正され、年金の受け取りなどの範囲
が一部変わりました。ここでは変わったポイントを紹介します。

■対象者
　平成26年４月20日現在で町に住民
票があり、次の生年月日に当てはま
る人

■子宮頸がん検診無料クーポン券配布対象者生年月日

　次の生年月日で、平成21年度～平成25年度
に町の子宮頸がん検診を受診していない女性

■乳がん検診無料クーポン券配布対象者生年月日

昭和48年４月２日～昭和49年４月１日
昭和43年４月２日～昭和44年４月１日
昭和38年４月２日～昭和39年４月１日
昭和33年４月２日～昭和34年４月１日
昭和28年４月２日～昭和29年４月１日

昭和63年４月２日～平成４年４月１日
昭和58年４月２日～昭和62年４月１日
昭和53年４月２日～昭和57年４月１日
昭和48年４月２日～昭和52年４月１日

平成５年４月２日～平成６年４月１日

昭和48年４月２日～昭和49年４月１日


